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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

告　　　　　示

○生活保護法に基づく指定医療機関の指定
　 （地域福祉推進課）  115
○生活保護法に基づく指定医療機関の変更
　 （　　　〃　　　）  116
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定介護機関の指定
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定介護機関の辞退
　 （　　　〃　　　）  117
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の指定　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の変更　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の廃止　 （地域福祉推進課）  118
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の指定　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の辞退　 （　　　〃　　　）  119
○救急病院である旨の告示　 （医療課）   〃
○道路の区域変更　 （中丹東土木事務所）   〃
○京都府港湾施設の管理及び使用に関する
条例に基づく第２種上屋、第３種上屋、
第４種上屋及び第５種上屋の指定　 （港湾企画課）   〃

公　　　　　告

○建設業法に基づく処分　 （指導検査課）  120
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京都府告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から変更の届出が
あった。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第75号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第76号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

京都府告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第51条第１項の規定により、次のとお
り指定介護機関から辞退の届出があった。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第77号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から変更の届出があった。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第78号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

綾部市今田町神子田42の１か
ら

綾部市新庄町八田古９の２ま
で

前

ｍ
 最小　 6.5

 最大　23.3

ｍ

　  583.5

後
 最小　11.9

 最大　23.3

４　縦 覧 場 所　　京都府中丹東土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第82号

　京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例（平成21
年京都府条例第53号）別表第１の１の表の備考の４の規
定により、第２種上屋、第３種上屋、第４種上屋及び第
５種上屋を次のとおり指定し、令和７年２月26日から施
行する。
　なお、京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例に
基づき第２種から第５種までの上屋を指定した告示（令
和３年京都府告示第164号）は、令和７年２月25日限り
廃止する。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第80号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生
省令第８号）第１条第１項に規定する救急病院である。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

名　　　称 所　 　在　 　地 認　定 
年月日 認定期限

医療法人清仁会
洛西ニュータウ
ン病院

京都市西京区大枝東新林町
３丁目６

令
 7. 2. 1

令
10. 1.31

京都府告示第81号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年２月25日から令和７年３月11日まで縦覧に供する。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　綾部大江宮津線
３　道路の区域

京都府告示第79号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第５項において準用する同法第51条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関から辞退の届出があった。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

本号250225K.indd   119本号250225K.indd   119 2025/02/19   14:18:522025/02/19   14:18:52



月額購読料 2,930円

令和７年２月25日　火曜日　　　

120

京  都  府  公  報

本号250225K

４　処分の原因となった事実
　　瑞穂建工株式会社は、令和４年６月30日を審査基準
日とする経営事項審査において、その他審査項目（社
会性等）の防災協定の締結の有無について、南丹建設
業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類
として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき
得られた結果通知書をもって、令和５年度の京都府建
設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結
果通知書を資格審査に用いた。
　　また、瑞穂建工株式会社は、令和５年６月30日を審
査基準日とする経営事項審査においても、その他審査
項目（社会性等）の防災協定の締結の有無について、
南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、
確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請
に基づき得られた結果通知書をもって、令和６年度の
京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府
が当該結果通知書を資格審査に用いた。
　　これらのことは、建設業法第28条第１項第２号に該
当し、同条第３項の規定により営業停止処分の対象と
なる。

区　分 施　設　の　概　要

第２種上
屋

１　所 在 地　 舞鶴市字下安久地内（舞鶴港舞鶴
国際ふ頭内）

２　構　　造　鉄骨造り平屋建て
３　総床面積　2,560㎡
４　能　　力　4,300ｔ

第３種上
屋

１　所 在 地　 舞鶴市字松陰地内（舞鶴港第２ふ
頭内）

２　構　　造　鉄骨造り平屋建て
３　総床面積　1,600㎡
４　能　　力　2,700ｔ

第４種上
屋

１　所 在 地　 舞鶴市字喜多地内（舞鶴港第４ふ
頭内）

２　構　　造　銅管造り平屋建て
３　総床面積　3,227.84㎡
４　能　　力　5,500ｔ

第５種上
屋

１　所 在 地　 舞鶴市字下安久地内（舞鶴港喜多
ふ頭内）

２　構　　造　鉄骨造り平屋建て
３　総床面積　495㎡
４　能　　力　1,000ｔ

　公　　　　告　

　次の建設業者に対し、建設業法（昭和24年法律第100
号）第28条第３項の規定による処分をした。

　令和７年２月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　処分をした年月日
　　令和７年２月14日
２　処分を受けた者の商号、主たる営業所の所在地、代
表者の氏名及び許可番号
　　瑞穂建工株式会社
　　船井郡京丹波町橋爪ハサマ25番地
　　代表取締役　崔本　鐘徳
　　京都府知事許可（般－６）第6526号
３　処分の内容
　　建設業法第28条第３項の規定による営業停止
　⑴　停止を命じる営業の範囲
　　　土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係る
もの

　⑵　営業停止期間
　　　令和７年２月28日から令和７年４月13日までの45
日間
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